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(57)【要約】
【課題】  血圧の測定が終了してから一定時間後にデー
タを送信することにより、受信側に確実にデータ送信す
ること。
【解決手段】  血圧値を測定する血圧測定手段２１と、
血圧測定手段による血圧の測定が終了してからの経過時
間をカウントするタイマ手段２２と、タイマ手段により
一定時間のカウント後、血圧測定手段２１により測定さ
れた血圧値を送信する送信手段２とを備えている。これ
により、血圧の測定が終了してから自動的にデータを送
信するため、使用者が送信指示を行う必要がなく、また
受信側の準備が整っていない間にデータが送信されずに
一定時間後、すなわち受信側の準備ができてからデータ
が送信されることから、受信側に確実に血圧値データを
送信することができ使い勝手が向上する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  血圧値を測定する血圧測定手段と、前記
血圧測定手段による血圧の測定が終了してからの経過時
間をカウントするタイマ手段と、前記タイマ手段により
一定時間のカウント後、少なくとも前記血圧測定手段に
より測定された血圧値を含むデータを送信する送信手段
とを備えた電子血圧計。
【請求項２】  血圧値を測定する血圧測定手段と、血圧
計本体をセットするホールド手段と、血圧計本体が前記
ホールド手段にセットされていることを検知するホール
ド検知手段と、前記ホールド検知手段により血圧計本体
が前記ホールド手段にセットされていると検知したとき
に前記血圧測定手段により測定された血圧値を送信する
送信手段とを備えた電子血圧計。
【請求項３】  電源をＯＦＦする電源ＯＦＦ手段と、血
圧値を測定する血圧測定手段と、前記血圧測定手段によ
る血圧の測定が終了してからの経過時間をカウントする
タイマ手段と、前記電源ＯＦＦ手段により電源がＯＦＦ
されるまでもしくは前記タイマ手段により一定時間カウ
ントするまでの間、前記血圧測定手段により測定された
血圧値を送信し続ける連続送信手段とを備えた電子血圧
計。
【請求項４】  血圧測定の開始と電源のＯＦＦとを兼用
するＳＷ手段と、血圧値を測定する血圧測定手段と、前
記ＳＷ手段により電源ＯＦＦ操作をしてから電源を遮断
するまでにディレイを設けるディレイ手段と、前記ディ
レイ中に前記ＳＷ手段により測定開始されたときは、前
記血圧測定手段により測定された血圧値は送信せず、前
記ディレイ中に前記ＳＷ手段により測定開始されなかっ
たときは、前記血圧測定手段により測定された血圧値を
送信する選別送信手段とを備えた電子血圧計。
【請求項５】  電源をＯＦＦする電源ＯＦＦ手段と、血
圧値の測定を開始する測定開始手段と、血圧値を測定す
る血圧測定手段と、前記電源ＯＦＦ手段により電源ＯＦ
Ｆされたときは電源ＯＦＦされる直前に前記血圧測定手
段により測定された血圧値のみを送信する送信手段とを
備えた電子血圧計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は電子血圧計に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、電子血圧計は、図９に示すよう
に、血圧値（最高血圧値・最低血圧値・脈拍数等）を測
定する血圧測定手段１と、血圧測定手段１の測定終了後
すぐに測定された血圧値を送信する送信手段２を備えた
構成となっていた。
【０００３】これは、測定が終了する度に自動的に送信
することで、データ収集装置において血圧情報を一括管
理でき、定期的に測定された血圧値の変動が容易に把握
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できることから、日常の健康管理をより容易にするもの
であった。
【０００４】また、図１０に示すように、血圧値（最高
血圧値・最低血圧値・脈拍数等）を測定する血圧測定手
段１と、血圧測定手段１により測定した血圧値の送信を
指示するＳＷ等の送信指示手段３と、送信指示手段３の
指示を受けて血圧値を送信する送信手段２とを備えた構
成となっていた。
【０００５】これは、血圧測定手段１によって測定され
た血圧値をユーザーが任意に送信指示をし、パソコン等
のデータ収集装置に送信することで、データ収集装置に
おいて血圧情報を一括管理でき、定期的に測定された血
圧値の変動が容易に把握できることから、日常の健康管
理をより容易にするものであった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来例の電子血圧計では、測定した血圧値の受信側の状態
がデータ待ち状態かそうでないかに関わらず、血圧の測
定が終了した後すぐに送信されるため、受信側の準備が
整っていない間に送信されてしまい、正しいデータが受
信できないという課題を有していた。
【０００７】また、送信するデータが血圧値だけである
ため、その血圧値がいつ測定されたのか、またどのタイ
ミングで測定されたのかが、送信されるデータからでは
分からず、データを処理する上で不便であった。
【０００８】さらに、測定した血圧値を送信する際に、
使用者が送信指示を行う必要があり、使い勝手が悪いと
いう課題を有していた。
【０００９】また、送信指示を行ったときに一回だけし
かデータ送信されないため、受信側で受信に失敗した場
合に、正確にデータを受信できない可能性が高いという
課題を有していた。
【００１０】さらに、血圧の測定が終了する度に、自動
的にデータ送信されるため、腕や手首等を動かして測定
に失敗したとき、運動した後にすぐに血圧を測定してし
まったとき等の不必要なデータも送信されてしまうとい
う課題を有していた。
【００１１】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために、血圧値を測定する血圧測定手段と、前記
血圧測定手段による血圧の測定が終了してからの経過時
間をカウントするタイマ手段と、前記タイマ手段により
一定時間のカウント後、少なくとも前記血圧測定手段に
より測定された血圧値を含むデータを送信する送信手段
とを備えたものである。
【００１２】上記発明によれば、血圧の測定が終了して
から自動的にデータを送信するため、使用者が送信指示
を行う必要もなく、双方向通信のようなハンドシェイク
等の同期確認処理も必要ない。また受信側の準備が整っ
ていない間にデータが送信されずに、一定時間後、すな
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わち受信側の準備ができてからデータが送信されること
から、受信側に確実に血圧値データを送信することがで
き、使い勝手が向上する。
【００１３】また、測定した血圧値毎に時間等の識別用
のコードを付与し、このデータを送信することで、それ
ぞれの血圧値に対して測定時間や測定順序が分かり、測
定順や測定時間毎のデータを統計的に処理することがで
き、より効率的な精度の高い健康管理が可能となる。
【００１４】
【発明の実施の形態】本発明は、血圧値を測定する血圧
測定手段と、前記血圧測定手段による血圧の測定が終了
してからの経過時間をカウントするタイマ手段と、前記
タイマ手段により一定時間のカウント後、少なくとも前
記血圧測定手段により測定された血圧値を含むデータを
送信する送信手段とを備えたものである。
【００１５】そして、血圧の測定が終了してから自動的
にデータを送信するため、使用者が送信指示を行う必要
もなく、双方向通信のようなハンドシェイク等の同期確
認処理も必要ない。また受信側の準備が整っていない間
にデータが送信されずに、一定時間後、すなわち受信側
の準備ができてからデータが送信されることから、受信
側に確実に血圧値データを送信することができ、使い勝
手が向上する。
【００１６】また、測定した血圧値毎に時間等の識別用
のコードを付与し、このデータを送信することで、それ
ぞれの血圧値に対して測定時間や測定順序が分かり、測
定順や測定時間毎のデータを統計的に処理することがで
き、より効率的な精度の高い健康管理が可能となる。
【００１７】さらに、血圧値を測定する血圧測定手段
と、血圧計本体をセットするホールド手段と、血圧計本
体が前記ホールド手段にセットされていることを検知す
るホールド検知手段と、前記ホールド検知手段により血
圧計本体が前記ホールド手段にセットされていると検知
したときに前記血圧測定手段により測定された血圧値を
送信する送信手段とを備えたものである。
【００１８】そして、血圧計本体をホルダー等のホール
ド手段にセットしたときに血圧値データを送信すること
で、使用者は送信指示ＳＷ等の操作は必要なく、また受
信側と接続するようなケーブルも不要となり、発光ＬＥ
Ｄ等の無線通信装置も不要となることから、非常に使い
勝手が向上する。
【００１９】さらに、電源をＯＦＦする電源ＯＦＦ手段
と、血圧値を測定する血圧測定手段と、前記血圧測定手
段による血圧の測定が終了してからの経過時間をカウン
トするタイマ手段と、前記電源ＯＦＦ手段により電源が
ＯＦＦされるまで、もしくは前記タイマ手段により一定
時間カウントするまでの間、前記血圧測定手段により測
定された血圧値を送信し続ける連続送信手段とを備えた
ものである。
【００２０】そして、データの送信にあたっては、一回
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のみのデータ送信であると何らかの影響で送信が失敗、
あるいは受信が失敗したときに正しいデータを認識する
ことができなくなる。そこで、血圧を測定した後、測定
した血圧値データを送信し続けることによって、より確
実にデータの送受信が可能となる。
【００２１】さらに、血圧測定の開始と電源のＯＦＦと
を兼用するＳＷ手段と、血圧値を測定する血圧測定手段
と、前記ＳＷ手段により電源ＯＦＦ操作をしてから電源
を遮断するまでにディレイを設けるディレイ手段と、前
記ディレイ中に前記ＳＷ手段により測定開始されたとき
は、前記血圧測定手段により測定された血圧値は送信せ
ず、前記ディレイ中に前記ＳＷ手段により測定開始され
なかったときは、前記血圧測定手段により測定された血
圧値を送信する選別送信手段とを備えたものである。
【００２２】そして、ＳＷ手段の操作によって電源がＯ
ＦＦされたときには、電源を遮断するまでの一定時間の
ディレイを設け、そのディレイ中に再度ＳＷ操作によっ
て測定開始されたときには、前回測定した測定データは
不必要なデータであるとして送信せず、ディレイ期間を
越えたときには前回測定された血圧値を送信する。
【００２３】こうすることで、不要な血圧値を送信する
ことなく、必要な情報のみ送信することができ、使い勝
手が向上する。
【００２４】さらに、電源をＯＦＦする電源ＯＦＦ手段
と、血圧値の測定を開始する測定開始手段と、血圧値を
測定する血圧測定手段と、前記電源ＯＦＦ手段により電
源ＯＦＦされたときは電源ＯＦＦされる直前に前記血圧
測定手段により測定された血圧値のみを送信する送信手
段とを備えたものである。
【００２５】そして、連続して測定されたときには前回
の測定が失敗であったとして前回の血圧値は送信せず、
電源をＯＦＦしたときに、電源ＯＦＦ直前に測定した血
圧値のみを送信することで、測定を失敗したときの不要
なデータを送信することなく、必要な最新のデータのみ
を送信することができるため、使い勝手が向上する。
【００２６】
【実施例】以下本発明の実施例について図面を用いて説
明する。
【００２７】（実施例１）図１は本発明の実施例１の電
子血圧計の構成ブロック図である。２１は、血圧値を測
定する血圧測定手段であり、２２は、血圧測定手段にお
いて血圧の測定が終了してからカウントし始めるタイマ
手段である。２３は送信手段で、タイマ手段２２でカウ
ントしている時間が一定時間を経過したときに、血圧測
定手段２１の測定結果（血圧値）を含むデータ送信する
ものである。
【００２８】次に、動作・作用について説明する。
【００２９】一般的に、送信機能付きの電子血圧計で
は、送信先（受信側）に血圧値（最高血圧値・最低血圧
値・脈拍数等）等のデータをコード化して送信する。一
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方、受信側ではそれらのデータを受信し、受信したデー
タを統計的に解析・分析することで、測定者の血圧の変
動を把握することができ、ひいては健康管理を行うこと
ができるものである。
【００３０】血圧測定手段２１の血圧測定の終了を受け
て、タイマ手段２２がカウントを始める。送信手段２３
は、血圧測定手段２１の測定結果である血圧値を送信す
るが、測定終了後すぐに送信するのではなく、タイマ手
段２２のカウントが一定時間経過（受信側の準備が整う
のに要する時間以上）したときに送信するような構成と
なっている。
【００３１】これにより、血圧の測定が終了してから自
動的にデータを送信するため、使用者が送信指示を行う
必要もなく、双方向通信のようなハンドシェイク等の同
期確認処理も必要ない。また受信側の準備が整っていな
い間にデータが送信されずに、一定時間後、すなわち受
信側の準備ができてからデータが送信されることから、
受信側に確実に血圧値データを送信することができ、使
い勝手が向上する。
【００３２】また、測定された血圧値（最高血圧値・最
低血圧値・脈拍数）に、例えば、図２のように時間のコ
ードを付与して、このデータを送信することで、それぞ
れの血圧値に対して測定時間が分かり、測定順や測定時
間毎のデータを統計的に処理することができ、より効率
的な精度の高い健康管理が可能となる。
【００３３】なお、ここでは、血圧値として最高血圧値
と最低血圧値・脈拍数の３種類を記載したが、この発明
はこの３種類に限ったものではない。
【００３４】また、ここでは、測定範囲を最高血圧値・
最低血圧値は０～２８０mmHg、脈拍数は４０～２００回
／分とし、時間は２３：５９を２３５９と表すデータと
仮定した。もちろん、本発明は上記数値に限定されるも
のではない。
【００３５】また、血圧値に付与する識別コードは時間
のみとしたが、日付や連番を付与したとしても同様の効
果が得られる。
【００３６】（実施例２）図３は本発明の実施例２の電
子血圧計の構成ブロック図である。２１は、血圧を測定
する血圧測定手段であり、２４は、血圧計本体である。
２５は、血圧計本体２４をセットするホールド手段であ
り、２６は、血圧計本体がホールド手段２５にセットさ
れているか否かを判定するホールド検知手段である。２
３は、ホールド検知手段２６により、血圧計本体２４が
ホールド手段２５にセットされていると検知したときに
血圧値を含むデータを送信する送信手段である。
【００３７】図４は本発明の実施例２における電子血圧
計の構成例である。２４は、血圧計本体であり、２５は
ホールド手段である。
【００３８】次に、動作・作用について説明する。
【００３９】血圧計本体と血圧計本体をセットするホー
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ルド手段には、電極等の導電性の材料が取り付けられて
おり、血圧計本体をホールド手段にセットすると、それ
らがお互いに導通するような構成となっており、この導
電性材料に導通があれば、血圧計がホールド手段にセッ
トされており、導通がなければ、血圧計はホールド手段
にセットされていないと検知する。また、ホールド手段
に血圧計がセットされているか否かで、測定した血圧値
データを送信するか否かを判定する。すなわち、ホール
ド手段に血圧計がセットされているときに血圧値データ
が送信されることになる。
【００４０】これによって、使用者は送信指示ＳＷ等の
操作は必要なく、また受信側と接続するようなケーブル
も不要となり、発光ＬＥＤ等の無線通信装置も不要とな
ることから、非常に使い勝手が向上する。
【００４１】なお、ここでは、血圧計本体のセットを検
知するのに電極を使用すると記載したが、本発明はこれ
だけに限らず、センサー、ＳＷ、通信等を使用しても同
様の効果が得られる。
【００４２】（実施例３）図５は本発明の実施例３の電
子血圧計の構成ブロック図である。２７は、電源をＯＦ
Ｆする電源ＯＦＦ手段であり、２１は、血圧を測定する
血圧測定手段である。２２は、血圧の測定が終了してか
らの経過時間をカウントするタイマ手段であり、２８
は、連続送信手段であり、電源ＯＦＦ手段２７により電
源がＯＦＦされるか、もしくはタイマ手段２２によって
一定時間経過するまでの間、測定した血圧値データを送
信し続けるものである。
【００４３】次に、動作・作用について説明する。
【００４４】データの送信にあたっては、一回のみのデ
ータ送信であると何らかの影響で送信が失敗、あるいは
受信が失敗したときに正しいデータを認識することがで
きなくなる。そこで、本発明のように、血圧を測定した
後、測定した血圧値データを送信し続けることによっ
て、より確実にデータの送受信が可能となる。
【００４５】（実施例４）図６は本発明の実施例４の電
子血圧計の構成ブロック図である。２９は、血圧測定の
開始と電源のＯＦＦとを兼用するＳＷ手段であり、動作
中に操作すると、電源がＯＦＦし、電源ＯＦＦ中に操作
すると、血圧測定を開始するものである。２１は、血圧
を測定する血圧測定手段であり、３０は、ＳＷ手段２９
により電源ＯＦＦされたときに電源を遮断するまでにデ
ィレイを設けるディレイ手段であり、３１は、そのディ
レイ中にＳＷ手段２９によって測定開始されたときは、
血圧測定手段２１により測定された血圧値は送信せず、
ディレイ中にＳＷ手段２９によって測定開始されなかっ
たときは、血圧測定手段２１により測定された血圧値を
送信する選別送信手段である。
【００４６】次に、動作・作用について説明する。
【００４７】血圧測定の開始と電源のＯＦＦとを兼用す
るＳＷのある電子血圧計では、電源ＯＦＦのときにこの
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ＳＷを操作することで血圧測定が開始され、逆に動作中
にこのＳＷを操作すると、測定を中断し電源ＯＦＦする
という動作を行う。一般的な使用方法としては、ＳＷ操
作により血圧測定を開始し、測定終了後にＳＷ操作を行
うことで電源をＯＦＦする。その後、再度測定するとき
には、ＳＷ操作を行うことで、続けて血圧測定が可能と
なる。仮に、血圧測定中に体や腕、手首等を動かしたと
して測定に失敗したと仮定すると、再度測定しようとし
て、測定終了後すぐにＳＷ操作して、測定開始すること
になる。このとき、従来の電子血圧計では、測定終了後
に毎回、測定した血圧値が送信されることから、体を動
かした等によって異常な値となった不必要なデータも送
信されることになり、使い勝手が悪かった。
【００４８】そこで、図７のように、ＳＷ手段の操作に
よって電源がＯＦＦされたときには、電源を遮断するま
での一定時間のディレイを設け、そのディレイ中に再度
ＳＷ操作によって測定開始されたときには、前回測定し
た測定データは不必要なデータであるとして送信せず、
ディレイ期間を越えたときには前回測定された血圧値を
送信する。
【００４９】こうすることで、不要な血圧値を送信する
ことなく、必要な情報のみ送信することができ、使い勝
手が向上する。
【００５０】（実施例５）図８は本発明の実施例５の電
子血圧計の構成ブロック図である。２７は、電源をＯＦ
Ｆする電源ＯＦＦ手段であり、３２は、血圧値の測定を
開始する測定開始手段であり、２１は、血圧を測定する
血圧測定手段である。２３は、電源ＯＦＦ手段２７によ
り電源ＯＦＦされたときには、電源ＯＦＦされる直前に
血圧測定手段２１によって測定された血圧値を送信する
送信手段である。
【００５１】次に、動作・作用について説明する。
【００５２】一般的に、ＳＷ等の電源をＯＦＦする電源
ＯＦＦ手段と、同じくＳＷ等の血圧測定の開始を指示す
る血圧測定開始手段のある電子血圧計では、電源ＯＦＦ
の状態で測定開始手段を操作することで血圧測定が開始
され、逆に動作中に電源ＯＦＦ手段を操作すると、測定
を中断し電源ＯＦＦするという動作を行う。一般的な使
用方法としては、測定開始手段の操作により血圧測定を
開始し、測定終了後に再度測定を行う際には、再度測定
開始手段を操作することで、続けて血圧測定が可能であ
る。また、電源をＯＦＦするときには、電源ＯＦＦ手段
の操作を行うことで電源をＯＦＦすることができる。仮
に、血圧測定中に体や腕、手首等を動かしたとして測定
に失敗したと仮定すると、再度測定しようとして、測定
終了後すぐに測定開始手段を操作して、測定開始するこ
とになる。このとき、従来の電子血圧計では、測定終了
後に毎回、測定した血圧値が送信されることから、体を
動かした等によって異常な値となった不必要なデータも
送信されることになり、使い勝手が悪かった。
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【００５３】そこで、本発明では、連続して測定された
ときには前回の測定が失敗であったとして前回の血圧値
は送信せず、電源をＯＦＦしたときに、電源ＯＦＦ直前
に測定した血圧値のみを送信することで、測定を失敗し
たときの不要なデータを送信することなく、必要な最新
のデータのみを送信することができるため、使い勝手が
向上する。
【００５４】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
によれば以下のような効果が得られる。
【００５５】（１）血圧の測定が終了してから自動的に
データを送信するため、使用者が送信指示を行う必要も
なく、双方向通信のようなハンドシェイク等の同期確認
処理も必要ない。また受信側の準備が整っていない間に
データが送信されずに、一定時間後、すなわち受信側の
準備ができてからデータが送信されることから、受信側
に確実に血圧値データを送信することができ、使い勝手
が向上する。
【００５６】また、測定した血圧値毎に時間等の識別用
のコードを付与し、このデータを送信することで、それ
ぞれの血圧値に対して測定時間や測定順序が分かり、測
定順や測定時間毎のデータを統計的に処理することがで
き、より効率的な精度の高い健康管理が可能となる。
【００５７】（２）血圧計本体をホールド手段にセット
したときに血圧値データを送信することで、使用者は送
信指示ＳＷ等の操作は必要なく、また受信側と接続する
ようなケーブルも不要となり、発光ＬＥＤ等の無線通信
装置も不要となることから、非常に使い勝手が向上す
る。
【００５８】（３）データの送信にあたっては、一回の
みのデータ送信であると何らかの影響で送信が失敗、あ
るいは受信が失敗したときに正しいデータを認識するこ
とができなくなる。そこで、血圧を測定した後、測定し
た血圧値データを送信し続けることによって、より確実
にデータの送受信が可能となる。
【００５９】（４）ＳＷ手段の操作によって電源がＯＦ
Ｆされたときには、電源を遮断するまでの一定時間のデ
ィレイを設け、そのディレイ中に再度ＳＷ操作によって
測定開始されたときには、前回測定した測定データは不
必要なデータであるとして送信せず、ディレイ期間を越
えたときには前回測定された血圧値を送信する。
【００６０】こうすることで、不要な血圧値を送信する
ことなく、必要な情報のみ送信することができ、使い勝
手が向上する。
【００６１】（５）連続して測定されたときには前回の
測定が失敗であったとして前回の血圧値は送信せず、電
源をＯＦＦしたときに、電源ＯＦＦ直前に測定した血圧
値のみを送信することで、測定を失敗したときの不要な
データを送信することなく、必要な最新のデータのみを
送信することができるため、使い勝手が向上する。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１における電子血圧計の構成ブ
ロック図
【図２】同血圧計における識別コードの構成を示す図
【図３】本発明の実施例２における電子血圧計の構成ブ
ロック図
【図４】同血圧計の外観斜視図
【図５】本発明の実施例３における電子血圧計の構成ブ
ロック図
【図６】本発明の実施例４における電子血圧計の構成ブ
ロック図
【図７】同血圧計の動作を説明する図
【図８】本発明の実施例５における電子血圧計の構成ブ
ロック図
【図９】従来例の電子血圧計の構成ブロック図
【図１０】同血圧計の他の構成ブロック図 *
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*【符号の説明】
１  血圧測定手段
２  送信手段
３  送信指示手段
２１  血圧測定手段
２２  タイマ手段
２３  送信手段
２４  血圧計本体
２５  ホールド手段
２６  ホールド検知手段
２７  電源ＯＦＦ手段
２８  連続送信手段
２９  ＳＷ手段
３０  ディレイ手段
３１  選別送信手段
３２  測定開始手段

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
【図６】

【図８】

【図９】
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